
 

 

 

診療所事業会計                               介護老人保健施設事業会計 

 

① 

  

 

  ←――――          

【３月末日に移す】 

 

 

※２３０,０００千円の内訳 

  介護老人保健施設事業会計３月末時点の現金残高予定額  １８２,２１１千円 

  企業債繰上償還に伴う補償金（利息の合計）の上限額    ４７,７８９千円←R6 年度～R23 年度までの利息合計 

 

 

② 

重要な資産の取得及び処分 

  

    ←――――          

【３月末日に移す】 

 

 

※甲賀市水口医療介護センター条例第１０条により、予算で定めなければならないため。 

令和 5年 12 月定例会 厚生文教常任委員会 資料 

関連議案番号：議案第１１２号、１１３号 

所管課名  ：健康福祉部水口医療介護センター 

収益的支出 

１款 介護老人保健施設事業費用 

３項 特別損失 

３目 その他特別損失 230,000 千円 

（診療所事業会計へ繰り出す） 

収益的収入 

１款 診療所事業収益 

３項 特別利益 

３目 その他特別利益 230,000 千円 

（介護老人保健施設事業会計から繰り入れる） 

重要な資産の取得（譲り受ける） 

 土地及び建物 

 （各々の合計が 2,000 万円以上のもの） 

重要な資産の処分（譲与する） 

 土地及び建物 

（各々の合計が 2,000 万円以上のもの） 


